
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シンガポールの法人税について 

 

シンガポールは属地主義を採用して課税します。要するに、シンガポール政府は企業のシンガポール国

内源泉所得に課税します。シンガポール国外において経営している非居住法人は、通常、シンガポール

国内で取得する国外源泉所得に法人税を納付する必要がありません。シンガポール居住法人がシンガ

ポール国内へ配当金、支店の所得、サービス収入（特定の国外源泉所得）を送金する場合、関連規制

に該当する国外源泉所得は免税対象となります。関連規制に該当しない場合、シンガポール国内へ送

金される特定の国外源泉所得は、特定の制度又は状況で免税が享受できますが、承認されなければな

りません。 

 

1. シンガポール税務上の居住者 

 

会社がシンガポール国内において事業の経営及び管理を行っている場合、当賦課年度に、その会

社がシンガポール税務上の居住法人と見なされます。 

 

シンガポールの税法は、「経営及び管理」について明確に規定されていません。「経営及び管理」の

認定は、法律法規が適用できず、事実のみから判断します。通常、会社の「主要な管理機関」の所在

地により、当該会社は居住法人か否かに区分されます。「主要な管理機関」とは、経営戦略（例えば、

会社の方針や開発戦略など）を策定する機関を指します。通常、経営戦略を策定する取締役会の開

催場所は重要な判断ポイントです。 

 

逆に、会社の経営及び管理がシンガポール国外に居住する取締役に担当され、又は経営及び管理

がシンガポール国外で行われる場合、その会社は以下の要件に該当しますが、 

（1） シンガポールにおいて設立・登録したこと。 

（2） 一部の事業はシンガポール国内において行われること。 

（3） 利益はシンガポール国外源泉所得であること。 且つ 

（4） 一部の取締役会はシンガポール国内で開催すること（但し、多数の会議はシンガポール国外で

開催される）。 

経営及び管理が実際にシンガポール国外で行われる限り、シンガポールの居住法人と見なされない

可能性が高いです。 

 

シンガポール非居住法人がシンガポール国内において一部の事業を行っている場合、その非居住

者法人は、シンガポールにおいて当該事業による益金に税金を納付する必要があります。従って、シ

ンガポール非居住法人が一部の益金を国外源泉所得か否かと判断できない場合、当該益金がシン

ガポール国内源泉所得と見なされる恐れがあり、当該益金に所得税を納付する必要があります。 
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2. 国外源泉所得 

 

2004 年 1 月 1 日以降、シンガポール居住法人は以下の国外源泉所得が免税の対象となり（普通税

の免除）、所得税を納付する必要がありません。 

（1） シンガポール国外源泉の配当所得 

（2） シンガポール国外支店の所得 

（3） シンガポール国外源泉のサービス収入 

 

シンガポール税法により、所得税の免除は以下の要件に該当する必要があります。 

（1） 源泉地国の当該所得の年間税率は最低 15％であること。 

（2） 当該所得は源泉地国において既に課税されたこと（会社が海外で事業活動を大量に行い、且つ

現地の優遇税制を適用するため、当該所得に税金を納付する必要がない場合も該当する）。 

（3） シンガポール内国歳入庁長官は所得税の免除が会社にとって有益であると判断すること。 

 

会社間の取引は平等、公正な取引関係に基づいて行われる必要があります。 

 

3. 税率 

 

シンガポールの現行の法人税率は 17％です。その税率は居住法人にも非居住法人にも適用され

ます。優遇税制が適用される場合、法人税率はさらに引き下げられます。 

 

2020 年賦課年度以降、要件に該当する新規会社は課税所得のうち最初の 20 万シンガポールド

ル（以下「SGD」という。）が部分免除を享受することができ、最初 3 つの賦課年度に現行の法人税

率に従って課税されます（表 1 を参照する）。 

 

2020 年の賦課年度以降、全ての会社はその最初の 20 万 SGD の課税所得が一部免除を享受す

ることができ、現行の法人税率に従って課税されます（表 2 を参照する）。 

 

3.1 2019 年以降の新規会社 

 

シンガポールにおいて設立される全ての新規会社は、設立後連続 3 年度で、各年度の課税

所得のうち最初の 10 万 SGD の 75%が免除されます。新規会社が享受できる免除及び免除

後の課税金額は下表の通りです。 

 

（表 1） 

課税所得 SGD 免除% 免除税額 課税金額 

最初 100,000 75% 75,000 25,000 

その後 100,000 50% 50,000 50,000 

 200,000  125,000 75,000 

  



シンガポールの法人税について 

 

Copyright © 2002-2021啓源会計士事務所株式会社   V20.1    www.kaizencpa.com  3 

 

 

免除は以下の要件に該当する必要があります。 

（1） 会社はシンガポールにおいて設立されること。 

（2） 当賦課年度、会社はシンガポール税務上の居住法人であること。 

（3） 当賦課年度、会社は全ての株主が自然人であり、株主が 20 人以下であること。且つ 

（i） 全ての株主はその保有している株式の実質的支配者であること。 

（ii） 最低 1 人の株主は 10％以上の普通株を保有していること。 

 

2013 年 2 月 26 日後、上述の免除は投資持株会社及び不動産開発会社に適用されません。 

 

3.2 2019 年以降の既存会社 

 

全ての既存会社には下表の部分税額免除制度が適用されます。 

 

（表 2） 

課税所得 SGD %免除 免除税額 課税金額 

最初 10,000 75% 7,500 2,500 

その後 190,000 50% 95,000 95,000 

 200,000  102,500 97,500 

 

また、2019 年に、全ての会社は課税金額の 20％のリベート（10,000SGD を上限）を受け取る

ことができます。 

 

4. 税引前控除項目 

 

課税所得を計算する際に、所得に関連する収益的支出が控除できます。その他控除可能な費用に

は、前の年度から繰り越される減価償却費（Capital Allowance）、欠損金などが含まれます。欠損金

は無期限に繰り越すことができますが、株主テストに合格する必要があります。未控除の減価償却

費の繰り越しにも、株式テスト及び同種事業テストに合格する必要があります。 

 

株主テストに合格する場合、2006 年賦課年度以降、欠損金及び未控除の減価償却費は直前の賦課

年度に繰り戻すことができます（10 万 SGD を上限）。当年度の未控除の減価償却費を繰り戻す場

合、同種事業テストにも合格する必要があります。上述の繰り越しは投資持株会社及び不動産開発

会社に適用されません。 

 

4.1 寄附金 

 

2016 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで、企業は認証済の公益団体（Institutions of a 

Public Character：IPC）への寄附金の 250％相当額を控除することができます。寄附金額が

課税所得を超える場合、企業は未控除の寄附金を以降の会計年度の利益と相殺することが

できますが、最大 5 年間の繰り越しが認められています。 
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4.2 未控除の欠損金、減価償却費と寄附金 

 

会社の欠損金、減価償却費及び寄附金は調整後営業利益と相殺できますが、以下の要件に

該当する必要があります。 

 

（1） 会社は当賦課年度に譲渡した株式が 50％以下であること。 且つ 

（2） 上述の各項目を繰り越す場合、会社の事業内容が大幅に変更できません。 

 

4.3 修復費と改修費控除計画 

 

会社の家具、設備、その他建物関連の支出は減価償却（Capital Allowance）と認められませ

んが、シンガポールの税法は減価償却の代わりに、修復費及び改修費の特別控除を規定し

ています。2013 年から、当該控除上限額は連続 3 賦課年度に 30 万 SGD です。2021 年賦課

年度以降、企業は一賦課年度以内に修復費及び改修費を控除することができ、控除上限額

が変更されません。 

 

4.4 連結納税 

 

シンガポールは 2003 年に連結納税（グループリリーフ）措置を導入しました。グループとは、

シンガポールで設立される親会社、及び親会社が 75％以上の株式を保有するシンガポール

で設立される子会社で構成される集団を指します。グループのうち会社は、その減価償却費、

欠損金、及びコンプライアンス寄附金をグループのうち他の関連会社に繰越して、課税所得

を控除することができます。連結納税は同一賦課年度に限定されています。 

 

4.5 未控除の欠損金、減価償却費と寄附金の繰り戻し 

 

2006 年賦課年度以降、会社は未控除の減価償却費及び欠損金が当賦課年度に全額控除で

きない場合、その控除額を直前の賦課年度に繰り戻すことができ、直前の賦課年度の利益と

相殺します。繰り戻しの控除上限額は 10 万 SGD です。2020 年シンガポール予算案により、

当該繰り戻しの最大期間は 3 賦課年度に延長されます。 

 

4.6 研究と開発 

 

会社の新技術や新製品の研究開発費、又は外部に研究開発を委託する研究開発費は、税

引前に課税所得から控除することができます。2019 年から 2025 年まで、会社は特定の要件

に該当する場合、追加の控除（研究開発費の 150％相当額を上限）が申請できます。 
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4.7 国際化二重控除 

 

国際化二重控除（Double Tax Deduction for Internationalisation DTDi）は、シンガポール企

業の国際市場開拓を促進することを目的として、シンガポール国際企業庁に管理されていま

す。DTDi によれば、会社は海外における事業開発調査、投資調査及び展示会の参加などの

市場開拓や投資開発活動に係る費用が 200％減税を享受することができます。DTDi は、商

品取引の促進及びサービスの提供を主な事業とするシンガポール税務上の居住法人のみに

適用されます。 

 

5. 源泉税 

 

5.1 配当金 

 

シンガポール居住法人に支払う配当金に源泉税を納付する必要はありません。シンガポー

ルに資本所得税はありません。配当金がキャピタル・ゲインであるため、配当金を取得する

者は配当所得にその他税金を納付する必要がありません。 

 

5.2 利子 

 

租税条約の軽減税率が適用されない場合、非居住者に支払う利子に税率 15％の源泉税を

納付する必要があります。一部特定の利子は免税又は低税率が享受できます。15％の税率

は非居住者が取得するシンガポールにおける事業活動又は設立される恒久的施設に係らな

い利子のみに適用されます。低税率が適用されないその他の利子は、現行の法人税率で課

税されます。 

 

5.3 ロイヤルティー 

 

租税条約の軽減税率が適用されない場合、非居住者に支払うロイヤルティーに税率 10％の

源泉税を納付する必要があります。一部のロイヤルティーは免税を享受することができます。

10％の税率は非居住者が取得するシンガポールにおける事業活動又は設立される恒久的

施設に係らないロイヤルティーのみに適用されます。低税率が適用されないその他のロイヤ

ルティーは、現行の法人税率で課税されます。 

 

5.4 技術支援料 

 

科学技術、工業、商業の知識・情報の応用もしくは使用、又は貿易活動や専門的活動の管

理もしくは支援に係る非居住法人（非個人）に支払う料金には、租税条約又はその他の規定

が適用されない場合、一般的に 17％の源泉税が課されます。 

 

5.5 本社への送金 

 

シンガポール国内における海外会社の支店が海外本社に益金を送金する場合、源泉税を納

付する必要はありません。 
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6. 資本所得税 

 

シンガポールはキャピタル・ゲインに課税しません。但し、特定の状況において、シンガポール内

国歳入庁は不動産及び株式の取得又は売却に係る取引を貿易活動と見なし、会社は当該取引

による所得に納税する必要があります。所得に納税すべきかどうかと判断するには、各取引の具

体的な状況及び関連事実から考える必要があります。 

 

7. 法人税の税務管理 

 

7.1 賦課年度 

 

シンガポール会社は賦課年度が一般的に暦年制ですが、会計年度（基準期間）に従って納

税申告を行うこともできます。賦課年度とは、会社が課税所得を計算し、税金を納付する年度

を指します。会社は前年の所得に税金を計算して納付します。例えば、会計年度が 2017 年 4

月 1 日から 2018 年 3 月 31 日まで（基準期間）である会社は、2019 年にその期間の所得に

税金を計算して納付します。 

 

7.2 申告要件 

 

会社は会計年度末から 3 ヶ月以内に、見込所得をシンガポール内国歳入庁に申告する必要

があります。即ち、「見込所得申告表」を内国歳入庁に提出する必要があります。その後、会

社は賦課年度の 11 月 30 日までに前会計年度の所得に申告を行わなければなりません。電

子申告の場合は、締切日は 12 月 15 日までに延長されます。 

 

7.3 税金納付 

 

所得税の納付は、納税通知（Notice of Assessment：NOA）が発行されてから 1 ヶ月以内に完

了する必要があります。会社は見込所得申告書をオンラインで提出するか否かによって、最

大 10 ヶ月の ECI 税の分割払いをすることができます。具体的な規制は下表の通りです。 

 

見込所得申告表の提出日付 分割払いの回数 

電子申告 書面申告 

会計年度末から 1 ヶ月以内 10 5 

会計年度末から 2 ヶ月以内 8 4 

会計年度末から 3 ヶ月以内 6 3 

会計年度末から 3 ヶ月以降 分割払い不可 

 

例えば、会社の 2018 年会計年度は 2018 年 12 月 31 日に終るものとします。規制により、そ

の会社は 2019 年 3 月 31 日までに見込所得申告表を提出する必要があります。会社が 2019

年 1 月 26 日以前に申告表を提出する場合は、10 回の分割払いをすることできます。書面申

告の場合、最大 5 回の分割払いをすることできます。賦課年度 2020 年以後、全ての会社は

電子申告で見込所得申告表を提出する必要があります。 
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7.4 罰則 

 

前述のように、会社は納税通知取得後 1 ヶ月以内に税金を納付する必要があります。税金を

納期限までに納めない場合は、税額の 5％の延滞金が課せられます。延滞金が課せられて

から 60 日以内に依然として税金が納付されない場合、月ごとに 2％を加算し、税額の 50％を

上限とします。 

 

上述の罰則以外に、シンガポール内国歳入局は税金を強制的に徴収するにさらなる措置が

実施できます（会社の銀行、借り手又は弁護士を会社の代理人とし、会社への支払いを直接

に内国歳入局へ支払うこと、及び会社に対する法的措置をして提訴することを含む）。 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。   

メール： info@kaizencpa.com   

固定電話： +852 2341 1444   

携帯電話： +852 5616 4140 、 +86 152 1943 4614  

ライン・ WhatsApp ・ Wechat ： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa  

公式ウェブサイト： www.kaizencpa.com 

 

参考資料： 

1. 「シンガポール会社設立サービス」 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/300.html 

2. 「シンガポール税務サービス」 

https://www.kaizencpa.com/jp/Services/info/id/281.html 
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